
三木町告示第 81号 

 

 三木町行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和８年３月 31日 

         三木町長  伊藤 良春 

 

三木町規則第８号 

 

三木町行政組織規則の一部を改正する規則 

 

 三木町行政組織規則（平成 16年三木町規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第８号中「母子保健係」を「こども家庭センター係」に改め、同条第２項の表こども課

の部こども家庭係の項第５号を削る。 

第２条第２項の表こども課の部母子保健係の項を次のように改める。 

こども家庭センター係 

（１） こども家庭センターに関すること。 

（２） 母子保健に関すること。 

（３） 児童対策協議会に関すること。 

（４） 感染症予防に関すること。 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


